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【手続補正書】
【提出日】平成25年3月6日(2013.3.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の骨セメント注入用穿刺針は、基端部近傍の側面に基端側孔部が設けられた中空
構造の外針と、前記外針の基端部に固定され、前記外針の基端開口と連通する第１ポート
を有する外針ハブと、先端に針先が設けられ、且つ前記外針及び前記第１ポートに挿通可
能な内針と、前記内針の基端部に固定され、前記外針ハブに着脱可能な内針ハブと、前記
外針及び前記第１ポートに挿通可能な内管と、前記内管の基端部に固定され、前記外針ハ
ブに着脱可能であり、前記内管の基端開口と連通する第２ポートを有する内管ハブと、を
備え、前記外針に前記内管が挿通され且つ前記外針が骨に穿刺された状態において、前記
骨内と前記基端側孔部とを連通する流路が前記外針と前記内管との間に形成される、こと
を特徴とする。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　前記内管ハブを前記外針ハブに装着した状態で、前記内管の最先端部は、前記外針の最
先端部と同じ位置か又は前記外針から突出するとよい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　図５Ａ～図５Ｄ、図６Ａ～図６Ｃは、穿刺針１０を用いて骨セメントを骨内に注入する
方法を説明する図である。穿刺針１０を用いて骨セメントを骨内に注入するには、まず、
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画像誘導下（Ｘ線透視下またはＣＴ透視下）において穿刺位置及び穿刺目標を決定した後
、外針１２及び外針ハブ１４を内針１６及び内針ハブ１８に装着した組立体をハンマーで
打撃して、穿刺目標の骨６４に穿刺する（図５Ａ参照）。このとき、すべての第１の側孔
２２が骨６４内に位置するまで穿刺する。外針１２及び内針１６を骨に穿刺した状態で、
第２の側孔２４は体外に位置している。穿刺目標の骨６４は、例えば、椎骨である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基端部近傍の側面に基端側孔部が設けられた中空構造の外針と、
　前記外針の基端部に固定され、前記外針の基端開口と連通する第１ポートを有する外針
ハブと、
　先端に針先が設けられ、且つ前記外針及び前記第１ポートに挿通可能な内針と、
　前記内針の基端部に固定され、前記外針ハブに着脱可能な内針ハブと、
　前記外針及び前記第１ポートに挿通可能な内管と、
　前記内管の基端部に固定され、前記外針ハブに着脱可能であり、前記内管の基端開口と
連通する第２ポートを有する内管ハブと、を備え、
　前記外針に前記内管が挿通され且つ前記外針が骨に穿刺された状態において、前記骨内
と前記基端側孔部とを連通する流路が前記外針と前記内管との間に形成される、
　ことを特徴とする骨セメント注入用穿刺針。
【請求項２】
　請求項１記載の骨セメント注入用穿刺針において、
　前記外針は、先端部近傍の側面に先端側孔部を有し、
　前記外針に前記内管が挿通された状態で前記先端側孔部と前記基端側孔部とを連通する
減圧通路が前記外針と前記内管との間に形成される、
　ことを特徴とする骨セメント注入用穿刺針。
【請求項３】
　請求項２記載の骨セメント注入用穿刺針において、
　前記内管ハブを前記外針ハブに装着した状態で、前記内管の最先端部は、前記外針の最
先端部と同じ位置か又は前記外針から突出する、
　ことを特徴とする骨セメント注入用穿刺針。
【請求項４】
　請求項１記載の骨セメント注入用穿刺針において、
　前記外針に前記内管が挿通された状態で、前記外針の最先端部で開口する減圧通路が前
記外針と前記内管との間に形成される、
　ことを特徴とする骨セメント注入用穿刺針。
【請求項５】
　請求項４記載の骨セメント注入用穿刺針において、
　前記外針に前記内管が挿通された状態で、前記内管の先端部は、前記外針の先端部から
突出する、
　ことを特徴とする骨セメント注入用穿刺針。


	header
	written-amendment

